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倉敷市玉島エリアにある沙美海岸を利用したアイデアを

「気軽に・自由に」お試ししてみませんか？

事業者新規募集

〔募集期間〕 観光誘客促進事業
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事業概要　
 　本事業は国が所有、岡山県が管理をしている【沙美海岸】を、倉敷観光コンベンションビュ
ーローが事業者のみなさまと協力し合うことで、アクティビティやイベント実施等、通常では
利活用が難しい用途でも、試験的に活用していただける事業です。倉敷市の観光資源として沙
美海岸の更なる磨き上げ・魅力向上を図るとともに、新たな観光コンテンツ造成を目的として
実施いたします。当法人としては、事業者のみなさまからのご提案やご意見をお聞きすること
で、今後に向けた周辺エリアの価値向上や受入環境整備等の参考になり、事業者様側として
は、短い期間での利用のため、使い勝手や採算性、ニーズの有無等を大きな負担をかけること
なく確かめることができます。
　

事業実施にあたっての要件

募集対象者

期　間

事業実施内容は次のすべてに該当することが必要です。
・本市の観光振興に資するものであること
・沙美海岸および駐車場の現在の機能を維持するものであること
・確実に実施できること
・建築物、建築設備等（簡易に撤去できるものを除く）を設置するものではないこと
・事業実施にあたり必要となる許認可を取得すること（飲食店営業許可など）
※岡山県行政財産使用料徴収条例に則り、所定の行政財産使用料の支払いが必要です。

・民間企業、ＮＰＯ法人等の法人　
・個人事業主　
・任意団体

募集期間：２０２５年８月１９日（火）～２０２６年２月２７日（金）
実施期間：２０２５年９月１６日（火）～２０２６年３月３１日（火）
※実施希望日の1ヶ月前までの事前相談が必要です。


